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 昭和２１年９月に法律第３２号の臨時物資需給

調整法に基づき、翌２２年３月に運輸省告示第７

０号によって、各都道府県に鉄道局の地方機関と

して自動車事務所が設置された。主に民営自動車

及び車輌整備工場に対する石油製品並びに指定生

産資材の割当て官署として発足した。 

 その後、道路運送に関する公共の福祉を確保す

る目的のために、昭和２２年１２月に法律第１９

１号で道路運送法が公布され、翌２３年１月同法

の施行によって自動車事務所は廃止となり、運輸

省直轄の地方機関として道路運送監理事務所が各

都道府県に設置され、自動車事務所の所掌した事

項と道路運送法及び関連法律の施行に基づく自動

車運送事業、自家用自動車の使用に関する行政事

務と自動車の登録及び検査を所掌した。 

 さらにその後、昭和２４年５月の法律第１５７

号により運輸省設置法が制定され、それとともに

全国９特定道路運送監理事務所は廃止され、それ

ぞれ陸運局として発足した。 

 これに伴う所管事項は従来、特定道路運送監理

事務所の所掌した行政事務と日本国有鉄道法の施

行により、鉄道局の所掌としていた地方鉄道・軌

道・専用鉄道・索道・通運及び倉庫並びに観光行

政事務を併せて行うことになり、運輸行政の一元

化が実現、運輸行政の確立をみた。なお、特定以

外の道路運送監理事務所は、陸運局の下部組織と

して行政事務を所掌していたが、昭和２４年７月

３１日をもって廃止され、翌８月１日から運輸省

設置法に基づく、運輸省令第４２号陸運局分室組

織規定によって、それぞれ所在の地名を冠し陸運

局分室となった。しかるに、同年１１月１日地方

自治の強化とドッジ政策による地方自治法の一部

改正に伴い、運輸大臣の権限の一部を都道府県知

事に委任する省令第６８号により陸運局分室を廃

止し、各都道府県に陸運事務所を設置し、道路運

送法・指定生産資材割当規則・石油製品配給規則

並びに指定物資輸送証明規則に基づく運輸大臣権 

限の一部を知事に委任することになった。 

 

 その後、逐年増加する自動車の検査登録業務に

つき県民の利便向上を図るため、昭和５４年２月

２１日山形県行政組織規則の一部改正（山形県規

則第３号）が行われ、同年３月１日山形県陸運事

務所庄内支所が新設された。そして、昭和５９年

８月１０日、法律第６７号の道路運送法等の一部

を改正する法律の成立により、昭和２４年１１月

１日以降運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に

期間委任していた制度が、昭和６０年３月３１日

をもって廃止され、翌４月１日からその権限はそ

のまま地方運輸局陸運支局長へ委任されることに

なった。それに伴い、山形県陸運事務所は廃止さ

れ、新潟運輸局山形陸運支局、山形県陸運事務所

庄内支所は運輸省設置法による新潟運輸局山形陸

運支局庄内自動車検査登録事務所となり、名実と

もに国の直轄地方機関となった。 

 一方、昭和１９年６月、塩釜海運局の下部組織

として酒田支局が設置された。昭和２０年５月、

管制改正により運輸通信省が運輸省に改められ、

塩釜海運局は東北海運局に改称された。同年６月

には船川海運監理部が設置され、その下部組織と

して酒田支部が設置された。昭和２０年１０月に

船川海運監理部が廃止され、東北海運局酒田支局

が設置される。昭和５９年７月に運輸省設置法の

改正により、海運局と陸運局が統合され、運輸局

が新設されるとともに、東北運輸局酒田支局は新

潟運輸局管轄に編入され酒田海運支局に改称され

ることになった。 

 その後、国土交通省設置法（平成１１年法律第

１００号）により平成１３年１月６日より国土交

通省管轄となり、さらには国土交通省設置法の一

部を改正する法律（平成１４年法律第５４号）に

より平成１４年７月１日より東北運輸局へ組織替

えとなるとともに山形陸運支局と酒田海運支局を

統合した東北運輸局山形運輸支局及び東北運輸局

山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所として発

足し、現在に至っている。 

 


